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午前１０時 開議 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいまから、会議を再開いたします。 

 ただいまの出席議員数は、全員の 7 人です。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 1 「一般質問」を行います。 

 お手元に配布いたしました質問要旨の順に発言を許します。 

 質問番号 1番、1番 桜木 誠 議員。 

 

〇1 番（桜木 誠君） 皆さんおはようございます。今回の私の一般質問、これまで私が

踏み込んだことのなかった教育分野に関した質問をしていきたいと思います。 

先般、とある映画の上映会で、教育に関連するものを鑑賞したところでありまして、私

の心の中にちょっと突き刺さるものがありましたので、今回の一般質問に至ったというと

ころであります。それでは早速、質問の方に入りたいと思います。 

先般、11 月 29 日、午後 6 時半から、総合福祉センター「ハピネス」におきまして、町

民有志による月 1回のドキュメンタリー映画の上映会「すまっこシネマ」が開催されたと

ころであります。「すまっこシネマ」は、日常生活において様々な点で良いヒントとなるも

のが多くありまして、私は興味のあるものについては見に行くようにしておりまして、今

回は「夢見る校長先生」というタイトルでの上映で、9 名のユニークな校長たちが「子ど

もファースト」な学校改革を進めているという内容のものであったため、とても興味と期

待を持って鑑賞したところであります。 

その内容は、公立小中学校において、子供の自主性や個性を尊重した学校運営や授業な

どを行っているもので、具体的には、登場したそれぞれの学校で…通知表がなかったり、

校則がなかったり、あとはチャイムや時間割がないなど、これまで当然だと思っていたこ

とが当然でなかったことに気付かされまして、これまで自分が思っていた既成概念を覆さ

れるもので、とても感銘を受けたところであります。 

学校教育法第 37条では、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」との規定

があります。これは、校長が学校運営などに対し、あらゆる権限を有しているということ

を示しているものであり、映画の中の校長は、「学校の大統領」というワードにぴったりと

当てはまるものでありました。この時の映画は、本日答弁をいただきます古屋教育長も見

ているので、内容は十分分かってらっしゃるかと思います。 

本町では、学習指導要領に基づく「総合的な学習の時間」の中で、児童生徒の主体性を

より尊重しながら、農業・林業・商工業の産業や福祉医療などの分野が抱える課題解決の

方法を探るなどの学習を既に精力的に進めていると認識をしております。ちなみに 2022年

からは、学習指導要領の改定によりまして、児童生徒の探求心を大切にする、生徒の主体

性をより引き出す、「総合的な探究の時間」に名称変更…アップデートされております。こ 

れに関しては、11月 25日に下川中学校の 3年生、12月 5日に下川商業高等学校の 3年生

が、それぞれ学習発表会を行っており、12 月 22 日…来週の月曜日になりますが、下川小
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学校の 6年生が発表会を下川町公民館で予定しておりまして、これもとても良い取り組み

だと思っております。 

そこで、更に時代の潮流などを鑑みて、子供の自主性や個性を尊重するため、例えば通

知表の廃止や制服の制限などを設けている校則の見直しなど、学校運営のあり方について、

現段階の考え方と今後の方向性について、教育長の答弁を求めるものであります。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 桜木議員の「自主性や個性を活かした教育の在り方について」

の御質問にお答えいたします。 

 本町におきましては、「下川町の 2030 年のありたい姿」7 項目のうちの 1 項目「子ども

たちの笑顔と未来世代を育むまち」の具現化に当たり、令和 2年に町民の方々から選出さ

れた委員により「地域共育ビジョン」が策定されました。 

 この「地域共育ビジョン」では、「子どものわくわくする好奇心と挑戦を育む地域」、「か

けがえのない自然・歴史・文化のバトンをつなぐ地域」、「のびやかな心と体がぐんぐん育

つまち」、「子どもたちがほっとする居場所がたくさんある地域」、「子どもを真ん中に地域・

家庭・学校・保育施設がつながりアクションするまち」という、目指すべき地域の 5つの

姿を描いております。 

 この「地域共育ビジョン」をより効果的に実践できるよう、本町では独自の取り組みと

して「地域学校協働コーディネーター」を教育委員会に配置しておりまして、地域と学校

の連携、子供たちのやりたいことを支援する取り組み、小中高生のキャリア形成を支援す

る取り組みのほか、子供たちの居場所づくりの事業など、幅広く展開をしてきているとこ

ろであります。 

 また、令和 7年度より「義務教育 9年間を見通した質の高い教育の実現」を目指し、「小

中一貫教育」を開始しておりますが、これらの実現のためには教職員の質の向上が必要で

あることから、本町では「教育推進アドバイザー」を配置し、教育行政機関と学校現場の

橋渡しを行いながら、教育の質の向上を図っているところです。 

 また、令和 8年度から新たな教育目標を設定し、保護者並びに地域住民向けに説明会の

開催を予定しております。 

このように本町では、子供の自主性や個性を尊重する教育について、独自の様々な取り

組みを行っており、今後におきましても、これまでの取り組みを踏まえまして、引き続き

事業を実施・継続してまいりたいと考えております。 

御質問のありました通知表の廃止、制服を設けている校則の見直しなどにつきましては、

今後、情報収集を行いながら、それらを本町で実施することによる長所・短所を研究し、

学校経営に生かしていくこともあり得ると考えております。 

 以上申し上げまして、答弁といたします。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 1 番 桜木議員。 
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〇1 番（桜木 誠君） ただいま教育長の方から、通知表の廃止や制服の制限などを設け

ている校則の見直しなどについては、長所・短所などがあるが、学校経営に生かしていく

こともあり得るというような答弁を頂きました。 

子供たちの本町の方向性については、2030年のありたい姿…当時私、地域政策推進課に

おりまして、その時これを策定したものと記憶をしております。 

その中で「子どもたちの笑顔と未来世代を育むまち」、これはまさに今回私が質問したそ

の本質のところに当たると思っておりまして、また「地域教育ビジョン」ですね、この中

の「のびやかな心と体がぐんぐん育つまち」、これはまさに子供たちの主体性や個性を尊重

するものにつながるものと思っております。 

学校運営や教育行政を改革するに当たっては、教育委員会が主体でやらなければならな

いというわけではなく、学校や保護者、地域や生徒、教職員、様々な人たちとの共同作業

というか…話し合い、合意形成などが当然必要かと考えております。 

こういうことも含めまして、さらに私…今回の質問で一石を投じたいと考えております

ので、再質問、再々質問では具体的な事例を挙げながら、また教育長の答弁を求めていき

たいなというふうに考えております。 

それで再質問になりますが、映画の中で上映された一部分であります、長野県伊那市
い な し

の 

伊那市立伊那小学校…結構知ってらっしゃる方がいるかと思いますが、この学校では 60年

ほど前から通知表を廃止されているほか、体験学習としてヤギを…児童の皆さんで責任を

持って飼ったり、その小屋を作ったりと、子供たちの自主性を重んじているものでござい

ました。また、時間割やチャイムもなく、より探究的な総合教育を行っているというもの

でありました。 

そこで、先ほどの私の質問、あと教育長の答弁にもありました小学校における通知表の

廃止、これは文部科学省の義務ではないために近年増加傾向にあります。廃止の背景とし

て主なものを三つ挙げますと、子供の心理負担の軽減、例えば低学年のうちから通知表で

ほかの子供と比較され劣等感を抱くことを防ぐ、私も小学校の頃、特段成績が良かったわ

けではありませんが、通知表をもらうときはちょっとどきどきしながら…親に見せようか

見せまいかという…そういうふうにちょっとストレスを感じたこともありました。 

そして二つ目、教員の働き方改革、これは通知表作成の負担を減らし、子供や保護者と

向き合う時間を増やす。通知表を作成するに当たっては 200時間程度かかるという話もい

われております。教職員を取り巻く状況としては、長時間労働…こういう問題もあります

ので、これも大きな要因かと思います。 

また三つ目として、個別最適化された学びの推進、例えば通知表ではなくて、デジタル

ツールで学習状況を可視化し、通知表がなくても必要な情報が伝わるようにするなどがご

ざいます。 

本町において、このような通知表廃止の取り組みを進める可能性について、どのように

考えるか。先ほどの答弁の中には、そういう検討する可能性があるような言い方はありま

したが、さらにここを深掘りして答弁を求めたいと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 
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 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 今御質問いただきました通知表の廃止というところに絞ってお

話をさせていただきます。 

通知表につきましては、その時点時点の子供の成長の度合いを学校と保護者が共有する

一つの手段であると認識しております。その観点から通知表は長いこと多くの学校で採用

されているものと私は認識をしております。 

ただ、先ほど桜木議員から御質問いただきましたとおり、文科省の学習指導要領等でや

りなさいと言われているわけではなく、こういう方法もということで長年…恐らく多くの

学校で支持されてきたものと思っています。 

一方で、先ほどの長野県伊那
い な

小学校のように、昔からもう廃止をしているというところ 

で、結局最終的には、時の校長が学校運営・経営を行うに当たって何が最適かということ

を考えた結果であろうかなと思っております。それが先ほど例示された伊那小学校につき

ましては、脈々と受け継がれているものと思います。 

私も映画を拝見いたしましたところ、映画の監督はどうしても…良い制度ですという方

向性を持って映画を作られているので、良いところばっかり出してはいたんですけれども、

現実的に地域の方がインタビューを受けている中においては、すごく理解をしていると、

私の周りでは誰もこのようなことに対して不思議がっている者はおりません等々のイン

タビューの映像がございました。そういうことで考えますと、地域には一定以上の理解が

あって、60年も続いているもの、だからこの時点で一概に良いとか悪いとかを言えるもの

ではないなと思っております。 

一方で、先ほど私からお話をさせていただきました小中一貫教育…9年間ですね、15歳

の春をどのように迎えましょうかということで、一貫して系統立った学習を子供に指導し

ていく、その中で子供の個々の成長に合わせて物事を進めていくという内容になりますけ

れど、その中において、教育課程を実際に編成しなければならないんですが、その中でこ

の通知表というものが効果的であるからもうしばらくやってみようと継続になるのか、そ

れか、これはどこかの時点でやめて、先ほど桜木議員が仰ったような子供と向き合う時間

の方に、いろんな教職員の時間を振り向けていく、そういうようなことがいいというふう

に判断すれば、それは教育委員会として、校長の判断は尊重してお話を聞かせていただき

たいと思っております。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 1 番 桜木議員。 

 

〇1 番（桜木 誠君） 通知表に関しては、それぞれの…保護者だとか教職員の考え方に

よって、様々に判断は分かれるかと思います。保護者と学校をつなぐ一つのツールという

部分では、小学校の時は、例えば学校での様子という記述欄もあったかと思いますので、

そういう部分に関しては、それを家庭へ伝えるという部分では、重要な部分ではあるかな

というふうには思っておりますが、一方では先ほども申し上げたとおり、例えば通知表の

中では何段階かの評価がありますよね。昔、私が小学校にいた時は、例えば「とても良い」

の場合はクラスの中で何人まで、「良い」は何人までと…確かそういう割合があったような
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記憶をしてございます。そういう面からすると、特定の子供たちだけ…例えば「とても良

い」と評価される、だけどほかにももっと「とても良い」人がいるとなった場合、通知表

で一律に判断されるのは…自分としては…これも映画を見て…やっぱり良いところばっ

かり出ていたかもしれませんが、とてもそこに胸を打たれたという部分ではあるんですよ

ね。ただし、通知表の廃止となると、先ほども申し上げたとおり、保護者の中には、通知

表がないと子供の学力水準というか…自分の子供がどのぐらいの能力が…どの程度にあ

るのかという判断がなかなかつかないということもあるかもしれないので、そういうとこ

ろではちょっと…簡単にはいかないのかなというふうには思っておりますが、そういうと

ころに関しては、先ほども申し上げたとおり、文科省の義務的部分じゃありませんし、年々

増加傾向になっておりますので、下川は比較的いろんな部分で先駆的な取り組みをやって

いるというふうに私は認識をしております。そういう部分からしても、是非…これは教育

委員会内部でも検討していただき、また学校との協議を重ね、また保護者の皆さんともこ

ういうものを議論の土台に上げていくという、そういう方向性が少しでも見えてくるとい

いなというふうには考えております。そのへんに関してはいかがでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 古屋教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 学校と協議という…今後の議論の土台に上げていくというお話

を頂きまして、実は教育委員会は月に一度、義務教育経営会議というのを行っています。 

簡単に言いますと、小学校の校長、教頭、中学校の校長、教頭、それと教育委員会、こ

の立場でいろいろなお話をさせていただきます。 

それで今回頂いております一般質問の内容につきましても、来月に行われる同会議にお

いて、まず皆さんに共有をさせていただきたいと思っております。 

その中で、例えば令和 8年度の方向性をどうするかというのは、もう早ければ 1月ぐら

いから徐々にいろいろな物事が学校の中で始まります。そういうところで、校長先生から

教職員にまずはお話をしていただくというところから物事は始まるのかなと思います。た

だ、どうなるかというところは、まずは校長が学校運営については責任者…先ほど映画で

は大統領という言い方をしておりましたが…責任者であるということですし、一定以上の

権限を有しているということで、それを尊重していきたいという立場から、まずは情報を

共有するというところが大事だろうと思います。中には、実施には当然…例えば通知表の

廃止というのはすぐには至らないとは思いますが、ただ、それを各教職員が、今まで当た

り前にやっていたものを当たり前で続けていいのか、それとも何かしら考え直すべきなの

かという研究をしていただきたいというふうにも思っています。多分皆さんそれぞれいろ

んな知見をお持ちの教職員ですから、先ほどの…比べられてよろしくないとか…そういう

ようなこともあるかもしれませんし、そういうところがもしかしたら…頑張ればもう少し

というところも…子供たちに発破をかけるような場面もあるかもしれませんが、その現場

については、現場の教職員に…校長先生の範疇の下で頑張っていただきたいとは思ってい

ます。そういうふうに情報共有をまずは進めていきたいと思っております。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 1 番 桜木議員。 
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〇1 番（桜木 誠君） 義務教育経営会議…月 1 回、私が教育委員会にいた時は、確か学

校経営研究会議だったかというふうに思っております。当然その会議の中では、情報共有

だとか…そういうことはされてるというのも承知をしておりまして、まずはそういう機会

の中で…今回の映画の関連ですね、今回見た「夢見る校長先生」というのは、全国各地の

教育委員会、あと校長会で、研修として上映されてるということを…調べたら分かってき

たんですね。ですから、できれば多くの教職員の皆さんにこういうものを見ていただいて

…まずは情報共有していただいて、土台に上げていただくということを強く求めたいと思

います。そこからどういう方向に進んでいくかというのは、まだ明確には言えないでしょ

うけど、まずは義務教育経営会議…ここで土台に上げていただいて情報共有をし、あとは

学校と協議を進めながら、どのような方向に進んでいくかというところを、令和 8年度の

はじめぐらいからという話をされておりましたので、是非そのような形で進めていただき

たいと思います。 

今の通知表に関しては、小学校に関してなんですよね、中学校に関しての通知表という

のは、その先の高校というのがありまして、小学校と同じように簡単には廃止ということ

にはなかなか至らないのかなというのが私の考えでして、今のは小学校という部分でした

が、次、再質問では、中学校に焦点を当てて質問をしていきたいと思いますが、これも映

画の中に登場した…とある中学校の実態です。これは東京都世田谷区の世田谷区立桜 丘
さくらがおか

 

中学校、こちらは集団生活という学校の場において、自己判断能力や自ら時間を管理する

こと、社会で活躍するためのコミュニケーション能力や柔軟な発想を身につけてほしいと

の願いから、校則のない学校運営としております。これはこの学校が当時…年数はちょっ

と忘れましたが、とある校長が着任した時に、学校が荒廃していたというのを見かねて、

例えば制服が乱れている生徒に対して、教務主任ですか…声を荒げて生徒指導を行ってい

る、そういう場面を見て、こういう状況でいいのかなということを深く考えて、校則をな

くしたという経緯があったようです。この校則をなくしたことで自己判断能力が高まって、

いじめや不登校などがほとんどなくなったという、そういう事実があったようです。イン

タビューの中では、よその学校で、学校に行くのが嫌で不登校だ…これは女子生徒だった

かな…全然行けなかったけど、この桜丘中学校…校則のない学校に行ったことによって、

学校に行くのが楽しくなった、休むことがほとんどなくなったというところが、これもと

ても衝撃的な感じとして私は捉えさせていただきました。校則をなくしたもう一つの理由

として、紙の試験では測れない、社会でのコミュニケーション能力や柔軟な発想力などの

非認知能力…これとても大事だと思うんですよね…これを身につけてほしいとの願いが

あったとのことであります。ちなみに、校則ってすごく細かく…下川中学校の校則も今日

持ってきているんですが、細かく細分化されておりまして、この世田谷区立桜丘中学校で

は、校則をなくした代わりに三つの心得を設けたとのことです。「礼儀を大切にする」「出

会いを大切にする」「自分を大切にする」、これは本当に基本中の基本かなというふうに思

います。校則をなくすとなると、学校内の秩序や生徒の生活の乱れ、こういうものが懸念

される保護者の方もいるかと思います。教職員の方も同じように考えられるかと思います

が、まずそのきっかけとして、校則などで指定されている制服について、見直しの提案を
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したいと思います。 

中学校で制服を着る機会として、卒業式や入学式など…私の認識の中では数回であると

考えてはいたんですが、下川中学校の校則を見ますと、制服の部分は「服装」というふう

に規定されておりまして、制服は指定された以下のもののどちらかを使用する、標準学生

服（黒）、またはセーラー服（黒）を着用すること、変形は原則認めない…どこまでが変形

というのかはなかなか…、あと体育着…ジャージについては指定されていて、登下校で皆

さん見かけているので、これは御承知のことかと思いますが、その着用する機会…私が思

っていた卒業式や入学式のほかに、外部から講師を招く授業や集会、定期テスト、基礎力

定着テスト、学力テスト、あと生徒総会、生徒会役員選挙、あとは学校祭、修学旅行など

…たくさんあるんですよね。これは全部本当に制服で行く必要があるのかなって…個人的

にはちょっといろいろ思ったところでありますが、こういうところを考えると、ちょっと

制服の見直しが必要ではないかなというふうに私は思っております。 

中学校の制服については、町内の衣料品店で扱っておりますが、ほとんどは兄や姉、あ

とは知人、友人、そういう方からお下がりを譲渡してもらうほかに、14日にコモレビで「ぐ

るぐるマーケット」がありましたね…ここで交換会、あとは下川消費者協会が運営してい

る「ばくりっこ」、これを通じて制服の提供を行っているところであります。ちなみに、年

度末に町内に転入された中学校入学を控えているお子さんがいらっしゃる方…移住され

て来られる方ですね、そういう方たちに関しては知り合いだとか友人だとか…いらっしゃ

らないので、購入せざるを得ないのが実情であるかと思います。 

制服に関して取り扱っている町内の衣料品店に、価格や注文状況を聞いてみました。こ

こで話すことは、その衣料品店の方に了解を得ておりますが、女子生徒の制服、昨年は注

文がなかったそうです。今年は今のところ 1着。男子の学生服、昨年も今年も 2、3着とい

う話だったかな…ちなみに金額を申し上げますと、男子の制服は上下で 3 万から 5 万円、

生地によっていろいろなのですが、既製品をネットで買えるというところも結構ありまし

て、比較的容易に買えるような状況でありますが、女子の制服…上が 2 万 4,000 円程度、

下が 2万 8,000円程度、ちなみに下川中学校のセーラー服…ジャンパースカートだそうで

す。ですから、ネット通販で売っているような上の制服と下のプリーツスカートというの

かな…分かれた形ではなくて別注だそうです。ですから余計掛かるという話でありました。 

ジャージについては指定ジャージがありまして、上が 7,000円程度で下が 5,000円程度、 

1 着までの購入に対して 2 分の 1 の範囲で助成がありますが、制服についてはないような

状況です。 

例えば制服…いきなり廃止というのはなかなか難しいかと思いますが、指定の物を…例

えば若干緩くして、学生服としているものを…例えばですよ…上は紺のブレザー、下は紺

のズボンかスカート、中に着るものは白いワイシャツというふうにして、大型量販店でも

買えるようなものにすると保護者の負担軽減にもつながるかなというふうに考えており

ます。ちなみに町内の衣料品店に伺ったときは、今の現状からすると、万が一注文が減っ

たとしても…手間がすごく掛かるそうなんですよね、注文を受けて発注する際、だから店

の経営には大きく影響しないですねという話を聞いております。こういうところを酌み取

っていただいて、さらに学校と協議していく考えはないか、教育長の見解を求めたいと思

います。 
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○議長（我孫子洋昌君） 古屋教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 制服の廃止という御質問を頂いております。これは私の認識で

すが、古くは制服というのは、家庭の経済格差が子供に表れないように一程度統一をする

というメリットが当時あって、制服が始まったと聞いております。今、桜木議員の御質問

にもありました標準学生服というのもその表れかなと思いますが、長い年月の中で、いろ

んなタイプの制服が現れているのだろうなと思います。 

ただ、制服の是非については、制服を廃止するという考え方と、制服も含めた自由化と

いう考え方もございます。これは中学ではなく高校ですが、近くの旭川東高校は制服の自

由化です。札幌南高校は制服廃止です。これは、もし制服を着たい子がいれば、若しくは

着させたいという保護者がいらっしゃれば、それを着て学校に行ってもいいよというのが

旭川東高校の考え方です。札幌南高校の場合はそもそも制服がないので、制服自体の選択

肢はないと…着ていってもいいんでしょうけども…そういうことになっています。 

ですので、制服を廃止する云々の議論の前に、まずはこの制服というのがどういう効果

があるのか、例えば記念行事等…卒業式にはじまる記念行事に着ていくというふうに定め

ているのは、やっぱりそれだけの礼節を持った取り組みを子供に期待しているんだろうな

と、そういうところに制服を着ていってもらいたいという思いがあっての、その表れが校

則に一部入っているんではないかと考えます。 

そういうことを考えますと、最終的にこの校則というものがどうなのかというところに

も広がっていきます。校則は実は子供のために作らねばならなくて、先ほどの世田谷区の

桜丘中学校ですね…こちらは恐らく、子供たちが自分たちを律するようなルールを決めて

いるはずです。その都市都市で若干変わるのかもしれませんが、自らが考えて物事を展開

する、最終的には自己決定力や自己肯定感という非認知能力の育みにもつながるというこ

とになります。ですので、そういう観点から総合的に考えて、校則をどうするのか、あと

は校則の中の…例えば制服の位置づけをどうするのか、そのへんについては子供たちがよ

く考えた上で、あとは当然この制服の良し悪しについては子供たちだけでは決められない

内容ですので、保護者の方々の御意見も頂かなければならないと思っています。そのよう

な議論が起こること自体は、私は大変良いことだなと思いますし、今回の映画を見ていて、

今の現状が当たり前というふうに思うのではなくて、これを継続するのか、改めていくの

かを、きっかけとして下さったものではないかというふうな認識でおります。これはもう

学校の中でやはり議論をしていただくということが大事かと思います。 

あと移住の方が…例えば制服を買わなければならないというのも、買わなければならな

いのかもしれませんが、それはそれとして、やはりいろんな方に御協力を求めて探すこと

も可能かもしれませんし、先ほどの「ぐるぐるマーケット」だったり、「ばくりっこ」だっ

たり、下川はいろいろ…ほかにはないけど下川にはあるものがありますから、そういうも

のにアンテナをいろいろ張っていただくなり、そういうところでのいろんな情報収集はあ

り得ると思います。本当に誰もいなければ…知り合いがいなくて誰にも相談できないとい

うことであれば、まず第一には教育委員会にお声掛けを頂くということもあり得るかなと

思っております。そのような広いところでお考えいただければ有り難いと思っております。 
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以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 1 番 桜木議員。 

 

〇1番（桜木 誠君） 今、教育長の答弁にありました、制服…元々は家庭の経済的格差、

例えば裕福な家庭は良い服を着てくる、裕福でない家庭は継ぎ接ぎだらけの…自分も小さ

い頃は肘に継ぎがあったり、いろんなところに継ぎがあったものを着ていった記憶があり

ます。そういう部分では、格差をなくすという効果もあるかもしれませんが、今の時代の

流れとしては、小学校に通学している…うちからちょうど見えるんですよね…ふるさと通

りが、その服装を見ると、そんなに大きく格差があるようには感じられません。 

それで中学校の制服、先ほどは高校の例を言ったんでしたか…そうですよね、中学校の 

例でいいますと、北海道内では、札幌開成
かいせい

中等教育学校…ここは式典時のみ制服着用、あ

と同じく札幌の星槎
せ い さ

もみじ中学校…こちらは生徒の自主性を重んじて私服が認められて 

いるという、そういう状況にあるようです。 

 校則は子供たちのために設定されているという話がありましたが、それを定めているの

は大人です。ここで申し上げたいのは、校則は…さっきちょっとしたワード…教育長の中

にもあったかと思いますが、校則は子供たちが自ら考えて、例えば生徒会だとか…そうい

うところで考えて、学校全体で話をしながら、こういう方がいいよねという…そういう方

向にもっていくのもいいのかなというふうには思っております。 

今回の私の質問は、小学校の通知表の廃止だとか、あと中学校の制服の廃止に伴う校則

の見直しだとか、若干絞って話をしておりますが、これは町の教育行政…全体に大きく改

革をもたらしてほしいという思いで、先ほども申し上げましたが…一石を投じたいという

思いで質問をしております。 

ちょっと大きな話になりますが…世界規模になりますけど、子どもの権利条約というの

がありまして、これは 1989年に国連が採択しております。日本は 1994年に…中を確認し

て同意するという批准をしているんですよね。さらに 2023年、こども基本法というのが制

定されておりまして、その中の大事な部分として、こどもの最善の利益を確保する、こど

もの意見を尊重する…ほかにもありますが、こういうところが盛り込まれております。こ

ういうところが一番大事なところなのかなというふうに…子供の教育環境だとか学校の

生活だとか、よりのびのび個性がいかされて、自主性もいかされて、のびのび生活できる

ようなところ、近年は少子高齢化で子供の数も少なくなってきます。そういう状況にある

中、昔から「子供は宝」というふうにいわれておりましたが、今後ますます…例えばルビ

ーがダイヤモンドになっていくだとか…より子供たちの存在が大切になってくるかと思

います。 

下川町が先駆的な取り組みを…もしかしたとしたら、例えば世田谷区立桜丘中学校は全

国からいろんなお子さんたちが集まります。逆に下川町がそういう取り組みをした結果と

して、もしかしたら下川中学校…こういう学校に入りたいなということが起きるかもしれ

ません。視点を変えるとジャンプ留学なんかまさに…下川は指導者も良いし、設備も整っ

ている。そういうことでいろんなところからお子さんたちに来ていただいております。そ

ういうところも十分考慮していただいて、今後、本町の教育行政に対して、是非進めてい
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ただきたいという思いが強いんですが、教育長の答弁を求めまして私の最後の質問とさせ

ていただきます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 全体改革ということを…一石を投じてというお話を頂いており

ます。実は今、文科省では、学習指導要領というものを改正するということで、確か 2030

年をめどに実施するような内容で進めている。その中には、不確定な世の中に子供たちが

どうやって生きていくのかというところを大前提として、学習指導要領を定めていくとい

うふうに示されています。当然、勉強すること…学習の部分は大事なんですけど、それ以

外に…先ほど桜木議員も仰っておりました、総合的な学習の中で探求に焦点を当てて、小

学校・中学校にそれぞれ地域の特色をいかして子供を育ててくださいというふうになって

います。これは自分たちが自分たちのことを考えるという力を付けてもらいたいという意

味です。 

下川町も先ほど言ったコーディネーター等によりまして、学校現場の中に入り、地域の

方々とお話をする機会がたくさんあって発表会にまで至っています。結局この考える力は

何になるかというと、非認知能力と…先ほど桜木議員にも仰っていただきましたが、これ

は実行力、自制心、社会性、この能力を総称して非認知能力と言っているそうです。認知

能力というのは学力の部分になるというふうに思っていただければ分かりやすいと思い

ますが、不確実な世の中に出て行くときに、参考にならない時…自分が何をどうするか考

えていかなければならない時代に子供たちが出て行く、今、私もそう思っていますが、多

分これから 5 年 10 年経つと、ますますそういう状態が出てくるということは考えていか

なければならないのが否応なしに子供たちが求められるときになろうかと思います。結果

的には、今までやっていたからこれでいいんだというようなやり方が通用する部分は少な

くなってくるというふうに考えると、考え方…いろんな物事を改めていく時期に来たんで

はないかと思います。 

そういう意味では、下川はＳＤＧｓの取り組みの中の一つのゴールとしての取り組みが、

実は先…行っているというところを私は認知できるかと思います。そういうものに魅力を

感じて子供を下川で育てたいと思ってくだされば、私の仕事上では非常に有り難いなと思

いますし、下川町にとっても名誉なことだと思います。 

そのような…今回一般質問で様々な視点を頂きましたので、これにつきましても私はち

ょっと胸にとどめながら、今後の教育行政の執行に当たってまいりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇議長（我孫子洋昌君） 以上で桜木議員の質問を閉じます。 

ここで、10時 55分まで休憩といたします。 

 

休 憩  午前１０時４７分 
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再 開  午前１０時５５分 

 

○議長（我孫子洋昌君） 休憩を解き、会議を再開します。 

質問番号 2番、4番 中田豪之助 議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 前の同僚議員に引き続いて、小学生、中学生のことを質問した

いと思います。読解力・記述力の向上についてということです。 

ＡＩに関してのことなんですけれども、今、大人も子供もＡＩというのが急速に進歩し

ていて、それをどのように向き合って使いこなしていくか、使われないようにしていくか

というのは、大人も子供も今非常に突きつけられているような問題だと思います。そうい

うようなところで、ＡＩに取り残されないような学力を小学生、中学生に付けてもらいた

いなという…そういうような問題認識でこの一般質問をさせていただきます。 

本町の小中学生が正答率で全国・全道の平均を上回ったそうなんですけれども…これは

下川町のホームページにも載っていました。一方で、根拠を明確にして書く、理由を書く、

説明するという記述力について正答率がやや低かったそうです。 

全国的にも児童生徒の学力低下が問題になっていて、読解力についても警鐘を鳴らす専

門家がいます。このような状況で、今後、町は小中学生にどのような教育方針で臨むのか

お伺いします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 中田議員の「小学生、中学生の読解力・記述力向上について」

の御質問にお答えいたします。 

 令和 7年度全国学力・学習状況調査につきましては、国立・公立・私立学校の小学校第

6学年、中学校第 3学年を対象に、教科に関する調査といたしまして、国語、算数・数学、

理科の調査が実施されました。本町におきましても、下川小学校、下川中学校でそれぞれ

実施されております。 

 同調査につきましては、昨年度まで北海道のホームページへの掲載をしておりましたが、

今年度より各市町村のホームページ上での掲載ということに変わりました。 

 本町の調査結果につきましては、公立学校の範囲での比較ではありますけれども、一部

抜粋してお伝えしたいと思います。 

小学校の国語について、本町は 67 ポイントではありましたが、全道は 65.4、算数につ

いて、本町は 61ではありましたが、全道は 55.2、理科は、本町 67に対しまして、全道は

56.3ということで、全て上回っております。 

中学校につきましては、まず国語、本町 54 に対して、全道 54、ほぼ同じ、数学につき

ましては、本町 60 に対して、全道 46.7、理科については、ちょっとポイントの考え方が

若干異なりますけれども…ＩＲＴスコアという比較になります。本町は 578ポイントであ

りましたが、全道は 505となっており、ほぼ上回る結果となっております。 

 先ほど中田議員から質問がありましたとおりですが、国語では「根拠を明確にして書く」、
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算数・数学では「理由を書く・説明する」などの記述力に関する正答率はやや低くなって

おります。 

 本町におきましては、同調査の母数自体が 20程度ということで、児童生徒個々の成績に

平均値が影響を受けやすいため、良かったら喜びたいところではありますが、一喜一憂す

ることなく、子供たちの理解に応じた授業進捗に心掛けて、引き続き授業改善を図るほか、

正答率が低かった部分につきましては、改善方策に従い、ねらいを明確にしたＩＣＴ機器

等の活用を一層推進し、個別最適な学びとして、記述力の学びの質の向上を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上申し上げまして、答弁といたします。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 今、教育長からの答弁にもありましたけれども、理由を書くと

か、説明するとか、根拠を明確にして書くという能力というか…そういう力は子供の頃か

ら大切といいますか、そこが弱いとＡＩに負けるそうなんですね…これはもう少し後で詳

しく述べますけれど、別の全国版の記事だと、中学 1年生の学力がひどく低下していると

いうようなニュースがありました。分数の足し算ができないのは当たり前とか、もっと単

純な足し算、引き算、掛け算、割り算ができない子もいると、語彙力もないので、そこも

補ってあげる必要があるというニュースといいますか…そういう声もあります。 

本町は、ようやく小中一貫教育がスタートしたばかりで、いろいろ…中学校の先生が小

学校に教えに行ったりということも始まっていて、そういうところで…どうなんでしょう

ね…実際何か効果が上がっているとか、始まったばかりだから…まだこれからのものだよ

という、そういう状況はいかがでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 今お話ありました小中一貫の取り組みの効果…比較ですね、こ

のへんにつきましては、中学の数学の先生が小学校 6年生の算数を教えに行くという「乗

り入れ授業」と言っておりますが、これが令和 6年から始まっておりまして、つまり去年

は小学 6年生、今年の 4月から中学 1年生の振り返りテストをしたところ、点数が大変良

かったというふうに聞いております。恐らくこれは個々の子供に応じたことをやっていた

ということもあるんですが、恐らく…中学 1年になって格段に教科が難しくなる、この格

段に難しくなるというところを小学 6年の段階からいろいろ…多分教えていたんではない

かなと思います。そういうようなところが実は今回効果が出ている。乗り入れ授業につい

ては、「中 1ギャップ」といわれるんですけど…この部分について、ギャップの幅をぐーっ

と抑える…本当はなだらかにしたいんですけど、そういうギャップを極力小さくできるん

ではないかなという取り組みです。 

あと、中学校では、数学担当の先生が 2人おりまして、少人数での学習をしております。 
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生徒の理解力の進捗に応じて 2 班に分けて授業を行っているという取り組みもあります。 

そういうような取り組みは過去から行われているんですが、このようなところがもしかし

たら今年の中学 3年生の学力調査に部分的に反映されている可能性はあるんではないかと

思っております。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 中学校の先生が教えに行くとか…中 1 ギャップをなるべくなだ

らかにするとか、大変良い取り組みだと思うので、引き続き頑張ってほしいと思うわけで

ありますが、先ほどの教育長の答弁の中で、ねらいを明確にして、ＩＣＴ機器の活用を一

層推進して学びの質の向上を図っていくみたいな答弁があったんですけれども、ＩＣＴと

いいますか…国はタブレットの授業とか、デジタルの教科書とか、デジタルのドリルとい

うことを盛んに進めているんですけれども、ある人が言ってたんですけど、デジタルドリ

ルを一生懸命やって勉強した気分になって、それでテストで良い点を取ると、すごい成功

体験というか…いい気分になって、実は読解力が不足してるということに気付きにくくな

ると、中学生でデジタルドリルを繰り返すと、一次方程式ぐらいのテストだと満点取れる

可能性もあって、漢字とか英単語はそこそこ成績が取れると、それはうわべだけの満足と

いうか…間違った成功体験というか…そんな感じで、もしそれで中学 3年生になって受験

勉強に向かい始めると、なぜか成績が下がる。本人は薄々気が付いているはずで、何か先

生の言っていることが分からない、教科書を読んでも分からないという恐ろしい事態があ

る…そういうふうになる可能性があるよという指摘もされております。 

それで学力の低下ということなんですけど、今回、「ＡＩVS.教科書が読めない子どもた

ち」という本…これが結構私の問題認識の元になっています。新井
あ ら い

紀子
の り こ

さんという方が書 

いた本で、この人も大学 1年生の授業をしていて、ものすごく学力が低いということでい

ろいろ活動を始めた方です。数学者で、専門が数学教育、人工知能、それで小中学生の学

力・読解力を何とかしないとこれからの時代が大変なことになるというので「一般社団法

人教育のための科学研究所」を設立されて、学力向上のための共通テストのようなことを

盛んにやっておられる人です。 

この方が、受験勉強が終わったばかりの大学 1 年生の学力が低いのは非常に問題だと、

基礎的な読解力に問題があると考えました。それで中高生・社会人、2万 5,000人に調査 

を行ったんですね。読解力といっても、川端
かわばた

康
やす

成
なり

とか夏目
な つ め

漱
そう

石
せき

とかそういう小説…行間の 

意味を探るような文学的なことではなくて、もっと当たり前というか…読めば分かるはず

の教科書の文章、そのような問題を 2万 5,000人に行ったんです。 

例があるんですけど、口頭で言っても分かりにくいですが…ゆっくり読みますね、「幕府

は、1639年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。」…次の文章は、さき

の文章と同じか異なるか答えなさい、「1639 年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名か

ら沿岸の警備を命じられた。」というテストの問題ですけど、この時の中学生の正答率が

57％、高校生の正答率が 71％だったそうです。これはＡＩには結構難しい問題だそうで、

出てくる単語がほぼ同じで、ちょこっと順番と言い回しが違うだけなんですね、それでも
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中学生で半分弱しか正解がなかった。これは二者択一の問題なので、鉛筆を転がしても消

しゴムを投げても 2分の 1は正解になるんですよね、それが正答率 57％ということは消し

ゴム並みで非常に問題がある。そういうのは簡単にＡＩに仕事を奪われる可能性があると

いうことです。本町の全国学力・学習状況調査も恐らく選択式の…3 択か 4 択か分かりま

せんけど…そのような問題だと思います。 

先ほどの答弁にあるように、算数・数学で、理由を書く、説明するなどの正答率がやや

低いと…元々本町の児童生徒は母数が少ないと答弁の中にありましたけれども、母数の多

い少ないということはあるんでしょうけど、やっぱり教育としては、少なくても中央より

学力が弱いようなお子さんを一生懸命指導して、平均並みにというか…もっと学力を上げ

てあげるような、寄り添って指導するようなことが大切だと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 古屋教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 学力を中央値の方へということで、今回の調査で人数が出てお

ります。それを見てみると、例えば中学の数学は大変良かったというふうに出ていますが、

実は何割かの子が…とてつもなく満点に近くて、そして何人かは…0 点ではありませんけ

れど中央値から少ない方にいました。結局これは業界用語で「フタコブラクダの状況」と

いうそうです。このフタコブラクダの状況は、実は平均値はそれなりに上がるんですけれ

ど、今、中田議員が仰ったように、平均値にいかない子がそれなりにいるということが如

実に出てしまっている状況で、私が今心掛けているのは、この子たちをできるだけ中央値

の方に近づけていく努力が下川に必要だろうと思っています。恐らく先ほどのお話にある

ように、読解力が原因で…もしかしたら正しく問題を読めていない場合、あと、そもそも

数の数えがもしかしたらできない…数を数えるというもの自体に何かしらの理解が足り

なくて正答まで至らない、そういうこともあるかもしれません。そういうようなところを

何とか中央値の近くにもっていきたいと思っています。 

それで、先ほどは申し上げておりませんでしたが、実は小学校に専科教員というのがお

ります。小学校というのは担任が全ての科目を教えるんですけど…中学校は教科ごとに先

生が分かれている教科担任という言い方をします。それで中学の国語の免許を持った先生

が小学校に入り込みまして、国語をお教えしています。国語に特化した先生ですので、い

ろんな教え方ができるというふうに聞いております。具体的には、地域の力を借りて俳句

などにも取り組んでおりますけれども、そういうようなところで子供たちに徐々にでも読

解力を身につけてほしいと。私これ…記憶でありますので…もし間違っていたら申し訳あ

りませんが、確か 3年ほど前の全国学力調査では、国語の読解力が全道平均至ってなかっ

たように記憶しております。それが去年から専科教員が入ったことによって、ほぼ同じぐ

らいの数字が出ているということは、やはりそれなりに上がっているんではないかと思っ

ています。恐らく専科教員の教え方というのが大変上手なんだろうなと思っています。こ

れは担任制と教科担任というのと…ちょっと違いがありますので、一概に先生の資質を比

較するものではありませんけれど、そういうふうな取り組みをしながら、なるべく学力を

中央値の方に近づけていく努力、これは日頃からしていきたいと思っております。以上で
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す。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 本当に…質問を通じてですね、徐々に小中一貫教育の効果が出

てきていて、明るい希望を持ちたいなと、そういうふうに考える次第であります。 

私の提案なんですけれども、「一般社団法人教育のための科学研究所」の新井先生がやっ

ている「リーディングスキルテスト」といって…片仮名なんですけれども…今の読解力の 

実力がどの程度か判断するテストがあるそうです。福島県相馬市
そ う ま し

の教育委員会は…採用し

ていると…受けていると、そのほかにも会津
あ い づ

美里
み さ と

町立高田
た か だ

小学校とか、東京
とうきょう

農業
のうぎょう

大学第 

二高等学校とか、そういうところで実施されていて、高い評価を得ています。 

本町の小学生が 115…116人、中学生が 54人ぐらい…先生もこの際テストを受けていた

だいて、190人として大体 40万円ぐらいで済むそうです。先生も一緒にテストを受けると、

こういう問題かと…それは紙で配付されないんですよね、教室とかそういうところに集ま

ってオンラインで…タブレットとかノートパソコンを通じて問題が出る。だから答えた後

全部回収されちゃうんですね、それで後からオプションで成績表が送られてくるというよ

うなテストだそうですけれども、大変…ほかの教育委員会とか学校でも成果を上げている

そうなので、このようなテストを…更に本町の一貫教育をサポートするためにも導入した

らいいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 古屋教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） リーディングスキルテストを導入してはどうかというお話を頂

いております。これも…毎月行われる義務教育経営会議、小中学校の校長先生…教育委員

会と一緒に会議する会議体があるんですけど、こちらで一般質問の内容、私の答弁、これ

はまず共有させていただきたいと思います。 

それで、直ちに読解力の関係を取り組むかどうかというのは、校長先生の考え方も当然

伺ってみたいと思っております。ただ、この読解力というのとＡＩという考え方につきま

しては、実はＡＩが勝手に動くのではなくて、人間がそれ相応に言葉を駆使して入力をす

ると素晴らしいものが出てくる、だけど、いい加減なものを入れるといい加減な答えが出

てくる…傷口が広がるような答えも出てくるというふうに聞いております。結果、使いこ

なせているようで実は使いこなせていないということが…読解力がないがためにＡＩす

らうまく使えないということが起きる可能性もあります。 

そういう意味では、読解力というのはどうやったらつくのかなというふうに…私なんか

は非常に思慮するところではありますが、この読解力は、小さい時から本を読むという習

慣があるかないかによって大きく分かれているんではないかというのが私の肌感覚でご

ざいます。この肌感覚はなぜかというと、家庭で絵本を読み聞かせている子供に限っては、

本を読む習慣が比較的ついているという…確かそういう…北海道新聞にもあったように

思いますが、そのような新聞からも私も把握しているところです。ですので、この読み聞

かせというのを家庭である程度…就学前に行い、小学 1年になった時に今度は学校で一程
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度…読み聞かせを行う、ただ、学校にいる時間というのは家庭にいる時間に比べれば…全

体では当然なくて一部ですから、家庭でも…どういう形でも振り返りや読書のサポートを

していただくなど、そういうところで相乗効果がもしうまくいけば、読解力も徐々にでは

ありますが上がってくるのではないかというふうに考えているところです。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 今、教育長から、家庭での読み聞かせとか…絵本に馴染む習慣

という答弁がありました。本当にそれは同感です。ただ、今はお母さんも働いている家庭

が多い中、なかなかそういう時間が皆さんの家庭で取れないんだろうなというところを心

配するところであります。 

義務教育経営会議でしたか…そういうところで今日の質問と答弁を共有していただき、

議論の材料としていただくということなので、是非そういうことをお願いしたいと思いま

す。専門の教育者の方…先生が、資料を見て話を聞けばですね、また一般の方とは違う…

思うところがあると期待しております。 

ちょっと…通告はしていなくて…関係ないですけれども、グループワークとか探究学習

について、それがちょっと問題があるんじゃないかという指摘もあります。これは首都圏

のある公立小学校で長年教壇に立つ教員の方が言ったそうなんですけれども、グループワ

ークとか探究学習は応用編で、塾に通っていて基礎学力が十分ある生徒にはプラスになる

けれども、そうでない子には逆効果、基礎学力定着のための授業が減って、十分な下地が

ないままでグループワークや探究をやっても結局はついていけない。探究学習とかグルー

プワークはそのような理由で効率がよくない…そっちで時間が取られるので計算やドリ

ルをやったり語彙を覚えたりという反復学習をする時間が減ってしまうということも言

われているんですが、教育長…ここらへんはどのようにお考えになりますか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 探究型の総合学習に取り組んでいるものとしては耳の痛いお話

です。現実的に恐らくあり得る話だと思っています。 

恐らく、語彙力とか考える力はそれぞれ…子供の成長ステージによって変わってくると

は思いますが、やはり…考えられることをもうちょっと頑張って考えようかという子がい

るのは歴然とした事実です。もうちょっと考えてみようというところに、いろんな形で大

人の支援の手が伸びていくということが本来は理想ですが、もしその手が届いていなかっ

たとすれば、その子はやっぱり迷うかもしれませんし、本来の学習目的を達成できない可

能性がある。そういうことで恐らく…効率がよくないと指摘されているのではないかなと

思います。 

これは先ほどの学力の話にも似ているんですが、語学力がないということは本当に残酷

なことで、全てにおいて意思伝達・疎通ができない、若しくは十分にいかないということ

が実は起きてしまう…これは本当に子供が小さくても、例えば中学 3年生ぐらいの子でも、
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それはほぼ同じであろうと思います。それをどうにかして学校の方で高められるんではな

いかなということで取り組んでいるのが、先ほどの専科教員等々のやり方の一つとなって

います。 

 ただ、これは家庭…私も子育てをしたことがありますので、なかなかつらいものではあ

りますけれど、5分 10分でもいいかとは思いますので、小さな子であればあるこそ…その

時に読み聞かせをしてあげる、当然就学すれば学校にも…それはやれることもある。現状、

小学校では、読み聞かせの時間ということを…確か 10分か 15分程度設けているんだった

と思うんですが…そういうことで実は取り組んでおります。それだけではまだまだ不十分

だろうなと私も思っていますが、やっぱりこれは子供を育てている保護者の皆さま、各家

庭の中である程度やっていただくとするならば、もっともっと今みたいな探究的な学習が

いかせる場面、あと授業のお話が今までよりも分かるようになる場面、そういう場面はや

っぱり必要ではないかなと思っております。その点については、小中一貫の中で学校や教

育委員会が地域の方々とよくお話をするという…これは大事なことだなというふうに思

っております。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4番（中田豪之助君） 私の前の同僚議員の質問も小中の教育についてのことですよね。 

私は子供がいませんし、先ほどの同僚議員が子育てをしていたのは…もう随分昔のこと

で、ＡＩが登場している今とは大分状況が違うんですけど、何で今…立て続けに小中学生

の教育のことなのかなと…さっき思ってたんですけども、最近この議会でも…公民館で発

表がロビーであったり、ホールであったり、今年は下川商業高校の方にも何回か議会とし

て行ってますし、生徒児童さんとふれあう機会が増えたんですね。子育てがはるか昔に終

わった世代が最近教室に行って…何か思うところがあって、立て続けに 2人の一般質問に

なったんじゃないかと…心配だとは言いませんよ、でも少し心配もあるわけですよ…教室

行って…おいおいとは言いませんけど、一方で、私だってＡＩをうまく使えません、教育

長のお言葉にあったように…日本語が難しいとか、ＡＩに分かるように伝えるとか、コツ

がいろいろあるんですよ。 

それで…2 年ぐらい前かな…早稲田大学マニフェスト研究所というところがあるんです

よね、議会のために一生懸命…コンサルというか統計というかいろいろやってくれている

ところ、そこで 2年ぐらい前に議員向けのＡＩの講座がありました…オンラインでやるや

つ…最近聞かないですけどね。私も真似して一般質問をＡＩに頼んでみたんですよ…駄目

…全然駄目、それは私の聞き方が悪いのか、まだＡＩのレベルがそこまでいってないのか

は分かりません。 

ちなみに言うと、この本はいろいろ示唆に富んでいるけど、2018年に発行された本です。 

今のＣｈａｔ
チ ャ ッ ト

ＧＰＴとかＣｌａｕｄｅ
ク ロ ー ド

、ああいうのより大分原始的なＡＩ…今からだっ

たら、この人の作った「東
とう

ロボくん」…そういうのはＡＩとは言えないようなものだそう 

です。だからこの人が 2万 5,000人にテストした時よりも、今のＡＩはもっと進化してい

るんです。 

それだけ…今の小中学生が大人になって就職しようと思った時に、自分の好みに反する
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ハードワーク…昔でいったら 3Ｋみたいな…そういう仕事しかないかもしれないです。Ａ

Ｉによってどんどんなくなっていく仕事…タッチスクリーンでやればお寿司屋さんで注

文ができたりとか、配膳ロボットが配達してきたりとか、どんどん人が要らなくなってき

ますよね。その時に自分の仕事をどうするか…まだ残っている仕事、例えばお医者さん…

外科の手術をするような知識もあって指先も器用でと…そういうのはなかなか減らない

といわれてますよね。でも今、ロボティクスＡＩといって、アームでやる…ＡＩを組み込

んだものをこれから推進しようとしていますよね…日本もアメリカも…ＳＦ映画みたい

な世界ですけど…そういう超高度な仕事か、ＡＩの時代になって新しくできた仕事に就く

というのもあります…それは生き延びる作戦ですよね。だけど、そういうことをやるため

には、読解力、学習力、基礎学力を基にした新しい資格試験に受かるだけの実力、そうい

うものがないとそういう仕事には就けないと思います。 

それで、この本を書いた新井さんという方なんですけれども、「中学校を卒業するまでに、

中学校の教科書を読めるようにすること」が公教育の最重要課題だと言っています。そし

て、企業に対して、「高校を卒業するまでに、高校の教科書を読める人材を採用する。その

ことが最大のリスクヘッジだ」というふうに言っています。 

さきに…こういう質問が二つ立て続けに出たのは、最近教室に行くことがちらちら増え

たからじゃないかなということを申し上げましたけれども、そのほかに、下川町は…日本

中どこでも人材不足で担い手不足です、どこの企業も自治体もそういう状況です、その実

態に議員としてしょっちゅう触れる…遭遇することが多いので、企業、自治体、ＮＰОも

そうかもしれません…そういうところで将来働いてほしい小中学生を今から…正しいと

いうか…ちゃんと意思を伝えて、自分で考えられて、本でも試験でも読めると、そういう

力をつけてほしいという思いがあるんだと思います。 

 先ほどの同僚議員の中でも、教育が進んでいくと…ジャンプ少年団のように全国から…

下川町の学校なかなかいいらしいよといって移住する人も増えるかもしれないし、検討さ

れる候補になるかもしれません。昔、何々立国…そういう言葉があって、教育立国じゃな

いですけど…国じゃないですけど…そういう下川町の一貫教育、伸び伸びとした心を育て

て、これからの時代でも生き生きとした生徒、みんな中央値の方に寄っていくというよう

な、そういう姿を目指すべきだと私は考えます。 

最後に、そのようなこと…教育立国じゃないですけども、教育長と町長に見解を伺って、

私の一つ目の質問を終わりたいと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 古屋教育長。 

 

○教育長（古屋宏彦君） 伸び伸びとした心、生き生きとした子供、そのような子供を育

てるためには、先ほど私もちらっと申し上げた…非認知能力をやっぱり育てるべきであろ

うと思っています。 

この非認知能力は、幼児期と小学 1年、2年、3年、このくらいまでによく伸びていきま

す。ここで物事に興味を持つ、自分でできることをやる、そういうことで自己肯定感が育

まれるとするならば、次は勉強に目的を持っていこうと、例えばスズキ自動車のテストド

ライバーになるためには算数をもっと勉強しなきゃなど、そういうようなところに取り組
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んでいただけるんではないかと思います。このへんには今後も私なりの立場で教育行政と

して力を入れていきたいと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 町長。 

 

○町長（田村泰司君） 中田議員からいろいろなお話をお聞きしまして…下川町でも総合

教育大綱というものがございまして、それに基づいて総合教育会議というものを私が主宰

して会議を進めております。先日、その会議を行いまして、細かくは…時間のこともある

ので…お話しませんけれども、下川町の教育の執行をしていくための方針的なものを私と

教育長からお話をさせていただいて、それに御意見を頂きながら進めていくということで

お話をさせていただきました。 

それで、今の議論の中で、基礎学力を上げるというのはもちろんのこと、また…最近よ

くお話が出るところですけれども…主体的で対話的で深い学び、そういうところがまたコ

ミュニケーション能力を上げたり、あるいは子供たちが自分たちの中で自己肯定感、自己

有用感、そういうところを伸ばしていくというところも含めて進めていくところかなとい

うふうに思います。 

そういったところが、先ほどもお話のあった…公民館等であった中学生の発表、それか

ら来週には小学生の発表もありますし、高校生の課題研究の発表…そういうところにつな

がっていくと思いますし、大きく言えば、2030年のありたい姿の中から生まれた地域共育

ビジョン、そういったところも含めてですね、いろんな形で地域の皆さんに御指導ですと

か、御支援いただきながら、下川の教育を高めていきたいというのは同じ思いでございま

すので、具体的な手法については教育委員会、あるいは学校現場の方でいろいろお願いし

ながら進めていきたいというふうに思っております。考え方としては、下川町の教育をも

っと前に進めていくという思いは同じでございますので、御理解いただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田豪之助 議員。 

 

〇4番（中田豪之助君） 次に、公区のことについて質問をしたいと思います。 

令和 4年 5月に、私は公区制度について文書質問をしたのですが、その後、公区事務の

補助という点では、配布回覧文書のスリム化が行われました。また、公区の規模により公

区長委託料の見直しも行われました。 

ただ、予算・決算の経理業務、総会の運営、各種負担金の納入といった事務作業は、手

つかずといいますか…改善されていません。この点は公区の担当者は非常に負担となって

います。そこでお尋ねします。 

公区の役員も高齢化が進んで、事務の負担がますます増えています。今後、町としてＤ

Ｘ等の活用により、事務負担を軽減するような考えはないでしょうか。 

公区制度の今後について、現在は行政事務の補助が主な役割となっていますが、前に言

ったように、各種業務の軽減を行って、業務の再構築を実行し、公区を発展的に解消して

自治会組織に移行するべきという考えはないでしょうか。 
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○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

町長。 

 

○町長（田村泰司君） 中田議員の「公区の今後について」の御質問にお答えいたします。 

 本町の公区制度は、昭和 35年から続く歴史ある制度で、地域コミュニティを維持する上

で重要な役割を果たしております。しかしながら、人口減少や担い手不足といった課題に

より、従前の活動を維持することが一部困難になってきていることも認識しております。 

こうしたことから、令和 3 年度に設置した「公区制度検討委員会」の報告書を踏まえ、

公区が自主的な運営を行うことを基本に、公区長や各公区の皆さまの声を反映しながら、

行政事務の軽減や効率化などを進めてきたところです。 

 1 点目の「今後、町としてＤＸ等の活用により、事務負担を軽減する考えはないか」に

ついてですが、ＤＸ等の活用は、行政事務の効率化や地域の負担軽減に有効な手段である

と認識しておりますが、「デジタル機器利用、操作」や「導入に伴う初期コストや維持管理

費用」などの課題があり、現時点での導入は難しいと考えており、公区の御意見や公区長

連絡協議会での協議の下、公区の理解を得ながら段階的に検討を進める必要があると考え

ます。 

 2 点目の「公区制度の今後について」ですが、公区を発展的に解消し、自治会組織へ移

行することは、それぞれの公区で地域の自主性や合意形成が不可欠であり、町が一方的に

決定するものではないと考えております。 

今後、公区の御意見や公区長連絡協議会での協議を重ね、負担軽減策を講じながら、地

域コミュニティの維持・強化に向けた最適な方向性を整理し、持続可能な形を模索し、そ

の結果、自治会組織が最もふさわしい形であると結論が出たときは、移行することも一つ

であります。 

以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 今の町長の答弁で、高齢化とか担い手不足で苦しい現状、そし

てＤＸ等の活用で地域の負担を軽くするのは有効な手段であるということは同じ思いと

いう答弁でございました。 

すぐにお金の掛かるデジタル機器を導入するというのは確かに厳しいんですけれども、

予算・決算とか…そういう会計の標準化、各公区で会計なり総務なりの人がどのような流

れで…まず最初にいついつまでにこれを納入してくださいという請求書が来て、そこから

全部始まると思うんですよね、それをもって考えているうちに…あっちから来てこっちか

ら来てといって…大体ピークが 5月ぐらい、それから夏に少しあって…秋にあってという

感じだと思います。 

そのような標準化を行政主導で…公区長連絡協議会などに諮って、まず標準化を進める、

それで公区ごとに…違うやり方があるかとか…ないかとかっていうことを明らかにする

ということは非常に公区のためにもなるし、そういうことを通じて役場職員のＤＸ能力と
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いうか…スキルアップにもつながると思うので、まずそういうところから始めてはいかが

でしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

町長。 

 

○町長（田村泰司君） お答えいたします。今、公区の会計のお話がありましたけれども、

それぞれの公区で…ちょっとやり方が違ったりする場合もあると思いますので、まず実態

を把握して、共通化できるものがあって、それが本当に効率化につながるということであ

れば、ＤＸ化というか…共通のフォーマットを持ってやっていくというのも一つかなとい

うふうに私も同様に思います。 

あとは公区といえども、どちらかというと自治組織的な活動もされているところがあっ

て、特殊な活動というか…別な活動もあると思うんですよね。だからそこの…区分けとい

ったら変ですけれども…同じフォーマットでできるかというところも、やはり研究が必要

かなというふうに思ってますので、今後、公区長会議ですとか…まず連絡協議会の方が先

かなと思うんですけども、実態を把握するというのが現状かなと思っておりますので、御

理解いただければと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 本当に…公区独自の活動というのがありまして、実態をはっき

りさせなくてはいけない、それを含めようと頑張るのか、それはもう切り離して共通でき

るところだけで…最大公約数で進んでいくのかという、そういうところは非常に大切なこ

とだと思いますので、是非そういうことを…職員のためにもなるし、公区のためにもなる

ので進めていくべきだと考えます。 

そういう意味で言いますと、自治会に向けてじゃないですけれども、今回、公区会館が

残っている公区のところに向けた管理に関する方針というところで、今後…案ですよ…ま

だ決まったわけじゃないけども…光熱費、燃料費、上下水道費、電気料金は町の負担とす

る、その他…施設消耗品、備品は公区の方で負担してよと、施設の修繕は行わないという

ような案が示されました。 

会館の維持管理というか…そういうところも、こういうふうにできるのであれば、いっ

そもう各種団体への負担金…それももう公区を通さないで、行政から直接各団体にいって、

公区の負担を減らすようなことを将来的に考えられると思いますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

○町長（田村泰司君） 今、公区会館のお話がありましたけれども、公区制度検討委員会

の報告書によりますと、公区活動で使える施設があったり、あるいは公区会館を維持する

のが大変だという意見がありましたので、そういった不公平感ですね…そういったところ

を改善していかなければならないというところがまず根底にあったところだと思います。 
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公区会館があることによって、やはり経費が掛かりまして…かかり増し経費があるとい

うこともあって…指定管理で今まで行っていたんですけれども、利用の状況あるいは老朽

化の状況も踏まえて、一応…一定程度方向性を出していきたいという中で、公区会館があ

る公区長の皆さんに案を示して、これから協議を深めていくという考えでございます。 

今回、投票所の関係ですとか、いろんな面で統合していったこともあって、やはりそこ

の賃借料とかも入らないということで、公区会館の維持が非常に困難だという声もありま

したので、そういった意味でこれから協議を進めて、最終的な結論を出したいというふう

に思っております。 

そういったところもあるんですけれども、そのほかいろんな面で、各協会等にまとめて

お支払いただいている点については、協会との協議も必要になるかなというふうに思って

おりますので、そういった課題を…やはり公区長会議とか公区長連絡協議会の中でいろい

ろと協議をしていただきながら、その方法について…本当に明確な形で方針が出せればい

いんですけれども、それぞれの御意見もあると思いますから、そういったものをお聞きし

て、今後の方向性を決めていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 4 番 中田議員。 

 

〇4 番（中田豪之助君） 町民の方からも、総務・会計の業務が大変に負担であって、高

齢な自分が引き受けて…非常にこの先心配であると、自分でも苦しいけど…自分ができな

くなったら、もうこの公区でそういう業務をできる人がいないのだということを私は聞い

て、やっぱりこれは何とかしないとなということを思いました。 

今、町長からの答弁で、公区長連絡協議会でまず提案して、いろいろその現状を把握し

てということがございました。 

標準化してできるところはという話もありますけれども、標準化して…大体こういう流

れだというのが分かれば、ＮＰОとか…まとめてどこかに事務処理を外部委託するという

ことも考えられると思います。その外部委託をするには、まず、伝票はどういうふうに流

れて…お金がどういうふうに流れてと…そういうことを明らかにすることがまず第一歩

だと思います。そういう外部委託とかも視野に入れて考えていただきたいと思います。 

こういうようなことを調べていったら、デジタル回覧ということがネットで話題になっ

ていまして、回覧板がやっぱり負担だと…回覧するのは、特にこういう天気の悪い時は、

高齢者ばかりの地域では遅れがちになりますし、非常に高齢者の方の負担になります。ま

た、町中でも…行っても留守だとか…そういうこともあって、回覧というのは大体見てい

るのかということもありますし…それも心配だなと思って、デジタル回覧というのもある 

のかと思ったら…町でも始めたんですね。町のＬＩＮＥ
ラ イ ン

に「お知らせ文書」というのが出 

てきまして、これ回覧と一緒じゃないかと思って…良い取り組みだと、若い人には非常に

便利なものだと思います。ああいうような取り組みができるんですから…ちょっと「お知

らせ文書」とは…ワードが悪いというか…分かりにくい文書だと思いますけれども、でも

スタートとして大変良い取り組みだと思いますので、こういう総務・会計のこと、さらに

自治会への見直しということも是非進めていただきたいと考えます。 

これで町長の見解を伺って、私の質問を終わりたいと思います。 
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○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

○町長（田村泰司君） お知らせ文書のデジタル化についてのお話を頂きまして、ありが

とうございます。 

行政告知端末を廃止したことに伴います…その前からも取り組んでいたんですけれど

も、やはり多くの皆さんに、より行政の情報をお知らせするという中では、まだ若干…紙

媒体でのお知らせも残していかなければ、皆さんに届けられないという思いもありまして、

現状は広報と月中のお知らせを回覧していただくというのは…多少残っていくというふ

うに思っております。そのほか、ＬＩＮＥですとか、ホームページ、それから地デジの広

報ですね、そういったものを重ね合わせて皆さんに行政情報をお知らせしていきたいとい

うふうに思っております。 

将来的には、皆さんスマホですとか、パソコンですとか、いろんなところで簡単に御覧

いただけるというのが理想なんですけれども、もう少しの間、皆さんが行政情報に触れて

いただく機会をたくさん持ちたいということで、まだ公区長の皆さまには、あるいは公区

の皆さまにはいろいろとお手数をお掛けする形になりますけれども、配布して…回覧して

いただくというのはまだ残していかなきゃならないかなというのは私の思いであります。 

また、回覧に当たっては、令和 4年の検討委員会の報告等も頂きながら、できるだけ回

覧を表裏で印刷して枚数を減らすですとか、あるいは回覧で回していたものをホームペー

ジですとか…そういうところに入れて御覧いただく形に、できるだけ省力化しようという

ことで進めてきたところでありまして、そういったところも含めて、これからも皆さんの

御意見をきちっと反映しながら進めてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 

〇議長（我孫子洋昌君） これで中田議員の質問を閉じます。 

ここで午後 1時 15分まで休憩といたします。 

 

休 憩  午前１１時５８分 

              

再 開  午後 １時１５分 

 

○議長（我孫子洋昌君） 休憩を解き、会議を再開します。 

 質問番号 3番、6番 斉藤好信 議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） それでは質問したいと思います。物価高騰の対策についてという

ことで、1 年にわたって相次ぐ生活必需品の値上げによって、著しく家庭生活に影響が出

てきているところであります。特に主食の米類の価格は過去最高の伸び率で上昇している

現状です。 

11 月 28 日に閣議決定した補正予算は、昨日、参議院を通過し可決されたところであり

ます。 
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この中で注目するのは、物価高対策として自治体が地域の実情に合わせて生活者支援に

使える重点支援地方交付金 2兆円が計上されたものであります。各自治体への交付金の配

分額はまだ確定されてはいませんが、物価高対策は待ったなしの状況であります。 

重点支援地方交付金の中に、公共料金の削減を通じた生活者の支援という項目がありま

す。私は、生活者に最大限還元できる施策として水道基本料金の減免を強く求めたい。水

道は誰もが使うものであり、負担が軽減されれば、その分を食料品購入などに充ててもら

える、何より水道料金の負担軽減は即効性があり、事務コストの最小化を満たす施策と思

いますが、町長の考えを伺いたいと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

町長。 

 

〇町長（田村泰司君） 斉藤議員の「物価高騰の対策について」の御質問にお答えいたし

ます。 

 令和 7年 11月 21日に閣議決定されました、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を

引き続き支援するため、重点支援地方交付金の拡充が盛り込まれた補正予算が、昨日、臨

時国会で可決されたところです。 

 今回拡充された重点支援地方交付金については、生活者支援と事業者支援について、そ

れぞれ 5つの推奨事業メニューが示されております。 

 斉藤議員の御質問要旨のとおり、近年、生活必需品の価格上昇が続いており、特に主食

である米類の価格は過去最高水準の伸び率となっており、町民生活に大きな影響を及ぼし

ていると認識をしております。 

水道基本料金の減免に関しましては、推奨事業メニューの中に「水道料金の減免」と例

示されており、公共料金の負担軽減という観点から、有効な施策の一つと考えており、本

町におきましても、上下水道料金 1か月分の免除を検討しております。 

 また、上下水道料金の免除と併せて、食料品・日用品・生活必需品など、生活全般の負

担軽減に向けた、町内消費喚起にもつながる商品券の配布なども検討しているところであ

り、それらの施策と組み合わせることで、より効果的な物価高騰対策となるよう進めてま

いります。 

以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） ありがとうございます。この上下水道料金の減免について、一番

のメリットというのは、システム上で請求を減らすだけで作業が済むという面があると思

います。これは…今、町長が答弁されたとおり、いろんな施策がこれから盛り込まれると

思いますが、中でもいろんなコストとか、それから事務事業の軽減を含めると、本当に 20

分の 1ぐらいのもので済むんではないかと思います。 

それで、ちょっとお聞きしたいのですが、今の答弁の中で、上下水道料金の 1か月分の
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免除の検討ということですが、概算で結構ですが…どのぐらいの 1世帯当たりの軽減にな

るか、お答えいただきたい。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 齋藤英夫 町民生活課長。 

 

〇町民生活課長（齋藤英夫君） 斉藤議員の御質問にお答えいたします。ただいま…1 世

帯当たりどのぐらいということでありましたが、すみません…そこまで細かいのは押さえ

ていなくてですね、11月分の上下水道料金で申し上げますと、合わせまして 817万円ぐら

いの金額が上下水道料金という形で請求してございます。その分が今後の物価高騰対策の

交付金の対象になるものと考えております。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6番（斉藤好信君） 817万円…それを大体…1,700世帯あるんだけども、家庭によって

使用される量も違うし、それで高低あると思いますけども、そういう理解でいいですか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 齋藤町民生活課長。 

 

〇町民生活課長（齋藤英夫君） はい、斉藤議員の仰るとおりでございます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） 町長も私と同じ…今回の物価高騰という現状を認識されているの

で、ちょっと話をさせていただきたいと思いますが、これは帝国バンクの調査によります

けども、2025年度…本年度ですね、飲食の品物…値上げの品目というのが、驚くことに 2

万 609品目、この中の内訳としては、酒類・飲料が 4,900余り、調味料が 6,200余り、そ

して今月に入って 12月の値上げ、これはチョコレート菓子、それから大豆加工品…味噌・

調味料など 217品目、これは今月になって上がったものですね。そしてここが非常に驚き

ましたけども、1回当たりの値上げ率というのが 17％、今までは本当に多くても 6％、7％

ぐらいだったのが、平均すると 17％ぐらい一気に値上げしているという現状ですね。それ

で、今述べましたけども、この 2万 609という品目は、昨年の 1万 2,520品目の 64％以上

の伸び率なんですね、そのぐらい伸びていて、一般家庭に与える影響も非常に大きいとい

うふうに思います。 

それで、第一生命経済研究所の家庭への生活の影響調査…こういうものがありますけど

も、生活必需品の値上げが相次いでいるために、平均的な家庭で約 8.7 万円…9 万円弱ぐ

らいの負担がのしかかっているという状況です。こういうのを踏まえて、今回の国の補正

も思い切った物価高騰対策ということで行われていると思うんですね。中でも先ほど言っ

た重点支援地方交付金…これが 2兆円の高額になっております。 

それで、昨日、補正予算が参議院を通過したばかりなので、まだ地方自治体には…文書

なり何なりで確定額というのはまだ明確にはなっていないかもしれませんけども、確実な
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のは前回よりも増えているということなんですね。増えた額が自治体に来ると思いますけ

ども、そこはまだ通知とか…そういうものはないのでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

〇町長（田村泰司君） 重点支援地方交付金の配分額のお話なんですけれども、実は今日

の朝…金額が届きまして、下川町の配分額は約 8,800万円ということでございまして、そ

れ以前から…前回の約 330％という情報は来てはいたんですけれども、金額が確定をいた

しましたので、今後、詳細を詰めて、できれば一日も早く皆さんの御手元に届けられるよ

うにというふうに考えておりまして、できれば今定例会議の中で追加で提案させていただ

きたいというふうに私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） 今回、重点支援地方交付金の中に特別加算というのがあって、こ

れが約 4,000億円、今、水道料金のお話もされましたけども、これは公共料金の削減を通

じた生活者支援という項目ですね、そのほかに子育て世帯の支援、この中には小中学校に

おける学校給食費の支援とか、それから…特にこれは本州だと思いますけども…省エネ家

電への買い替え促進ということで…エアコンですね、冷暖房に使えるエアコンだと思いま

すが、それから…これは下川にも該当すると思いますけども、低所得者それから高齢者世

帯の支援ということで、ＬＰガス使用世帯への給付という項目もあります。 

いずれにしても今町長が述べていただいたようにですね、肝腎なのは、いかに早く町民

の手元に交付金の還元をしていくことが非常に重要だということで、町長もこのへんは御

理解されていると伺いました。 

これから各課で詳細にわたって物価高対策について作業を進められると思いますが、ほ

かの自治体では、今月中に定例会が終わっているところは臨時会をやるところもあります。 

これはなぜそんなに急いでいるかというと、これもう国の方針で…これちょっと早くに

来ていますよね…速やかにやれということで来ていますよね。そういう意味で、今町長の

答弁があったとおり、本当に迅速に対策を行いたいという答弁を伺ったので、この一般質

問をこれから聞かれる町民の方も非常に喜ばれることだと思います。 

あとはまたいろんな面でメニューが固まった時点で、またいろいろ議論させていただき

たいと思いますので、次に移りたいと思います。 

 技術者育成に係る支援についてということで、これは何回も委員会…それから本会議で

議論されてきたわけですが、これは全国的なもので、耐用年数 40年を超えた水道管の更新

は、下川町に限らず全国の自治体が抱える大きな課題であります。 

町長は先日の町政報告会において、漏水対応を進めるとともに、老朽化した水道管の更

新を計画的に進めるというお話をされております。 

今後、長期にわたる更新事業を考えると、水道管の新設や取り替え工事だけでなく、点

検や更新作業の効率化、老朽対策、さらには震災や漏水事故等において、最新の技術や制

度を習得した技術者の育成が重要になると思いますが、町内事業者でこのような技術者の



27 

 

育成について、町長の見解を伺いたいと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 町長。 

 

〇町長（田村泰司君） 斉藤議員の「技術者育成に係る支援について」の御質問にお答え

いたします。 

 斉藤議員の御質問要旨のとおり、耐用年数を超えた水道管の更新は全国的な課題であり、

漏水の増加、地震時の断水リスク、更新費用の財政負担、技術者不足が深刻であり、本町

におきましても、漏水対応を進めるとともに、老朽化した水道管の更新を計画的に進める

必要があるものと認識しております。 

 御質問の「町内事業者における技術者の育成」につきましては、下川町産業振興基本条

例に基づく人材育成支援として、資格取得や各種セミナーなど、受講に要する経費の一部

を支援しているところであり、水道技術に関する最新の技術習得に補助事業を活用いただ

くことも可能ですので、積極的に御活用いただき、水道技術者の育成につながればと考え

ております。 

町といたしましては、水道管の老朽化対応を地域の技術力を高める機会と捉え、町内事

業者と連携してまいりたいと考えております。 

以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） この質問を考える中で、中小企業振興基本条例ですか…その中に

ある資格取得…これに当てはまるかなと思いましたけども、当てはまるということなんで

すけどね、これを…今答弁あったとおり、既存の事業者の中から育てていくのか、それと

も新たに雇用をしていただいて、その方にいろんな最新の技術を取得してもらってやるの

かというパターンがあると思うんですね。 

私が考えるのは、3 月に漏水事故がありましたけども、あの時もやはり…地元で出来る

というのは、掘削とか、布設とか、そういう部分が主な仕事というか…出来る技術であっ

て、中のいろんな…センサーで調べるとかなんていうのは、確か札幌の最新技術を持って

いる会社の方に応援を頂いてやったと思うんですね。 

それで、この最新技術ということですけども、ちょっと話させていただきますけども、

例えばＡＩと衛星データ…これを活用した漏水検知、それから劣化予測システム、こうい

うのがあるんですね。これはどういうことかというと、人工衛星やドローンから取得した

データをＡＩが分析し、地下の漏水を高精度に予測できると…どこで漏れているのかとい

うことですね。従来の大規模な網羅調査に比べて、時間と費用を大幅に削減できるという

メリットですね。それから劣化予測システム、これは過去の事故履歴や地質情報、管材、

口径などのデータに基づき、ＡＩが管路の劣化や破損、それから断水リスクを予測する、

これにより老朽化の管の更新の優先順位をその実状に合わせて的確に判断できるという

ものですね。それから非開削工法、つまり穴を掘らないで…アスファルトを剥がす、その
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下の砂利を取るとか、そういうことをしない管路の更生技術でありますけども、これはＳ

ＰＲ工法のように、既存の管の内部に新しい管を入れていくんですね。これは路面を掘削

せずに済むため、工期短縮や交通・周辺環境の影響を最小限度に抑えることができる。そ

れから管ですけども、特殊なコーティングを施した水道管というのは従来の管よりも外面

の腐食が進まないということで、おおよそですけども 100年以上の耐久性があるというふ

うに言われてますね。主だった…四つぐらい挙げましたけども、これが今求められる最新

技術なんですね。 

それで、私はなぜこういうことを述べたかというと、これは町長も職員時代から関わっ

ている仕事だと思いますけども、どうやって町内に経済を循環させるか…そこを重点的に

考えて、是非これやったらいいんじゃないかなと思うんですね。それと、先ほどから述べ 

ているように、これはうちの自治体だけじゃなくて、名寄市
な よ ろ し

も美深町
びふかちょう

もですね…これから 

同じですから、耐用年数が 40年過ぎて、これから更新事業をしていかなくてはならない…

これはどこも同じ。そうすると、どうしてもそういう最新技術を持った方の奪い合いとい

うか…何かあったら来てくださいというふうになりますけども、そういう人材を育てるこ

とによって、これから長いスパンで事業をやっていかなくてはならない。なぜかというと、

例えば法定耐用年数を過ぎた管というのは、これは約です…概算だと思いますけども…大

体 170,000 ㎞というんですから、地球何周するか知りませんけども…そのぐらいあって、 

私もこれ…一番初めにここで話したのは 6年か 7年ぐらい前だと思いますけども、その時

の国の予算…これが非常に少なくて、当時で 8,000億円ぐらいですかね。年間、国の予算

が 8,000億円しか付かなかったら、全国の自治体の水道管の更新はどのぐらいかかるかと

いったら、100 年以上かかるというんですよ。その中では…埼玉県でありましたけども…

下水道管の破損とか、いろんな問題がこれから道内でも出てくる可能性は非常に大だと思

うんですね。 

そういう意味から、下川は本当にいろんな面で先駆的なことを行っていますけども、こ

れはある意味…インフラ整備ということでは非常に僕は大事だなと思って、今回あえて質

問させていただいたんですが、この点についての認識はどうでしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 答弁を求めます。 

 町長。 

 

〇町長（田村泰司君） お答えさせていただきます。先ほど申し上げました、いわゆる資

格取得のところもあるんですけれども、それ以外のところでも中小企業振興事業の中で対

応できる部分があるかなというふうに思っております。 

例えばデジタル技術の導入ですとか、あるいは、違う業種から新しい分野に進出するた

めに、既存の事業者が新たに水道技術を身につけて、そっちの分野に進出するということ

に関しても…額はそんなにたくさんあるわけではないですけれども…そういったところ

の調査研究をする分野にも支出ができるようになっていますので、そういった意味では、

柔軟に対応できるような形にはしてありますので、是非とも事業者の皆さんで…町内で、

そういった技術を習得して新たな未来に進出していただく方がいらっしゃればというふ

うに思いますし、既存のところでいけば、デジタル技術の活用のところで、そういった形
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で使えればというふうに思っていますので、是非とも御活用いただきたいというふうに思

っております。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） ちょっと質問したいと思いますけども、町長が言われた…年次的

に更新事業を行っていく、そういうふうになると…例えば除雪と同じように…毎年一定程

度の予算を計上しながら、そして優先順位を付けながら事業を行っていくというお考えで

よろしいですか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

〇町長（田村泰司君） お答えいたします。全体的な更新計画をまず作って、そして財源

のこともあるんですけれども、年次で…今年はこれぐらい、来年はこれぐらいというのを

お示ししながら工事を進めていく形で考えております。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） そういうふうに進めるに当たって、まず肝腎なのは、下川にも掘

削とか布設とかをやる事業所もありますけども、私はある意味、一つの団体みたいな形…

つまり一つの事業所でやるという方法もあるでしょうし、集まった…団体みたいな形のと

ころに、担当者なり町長との協議の場ですね…そういうのを設けながら進めていくことが

必要かなというふうに思いますが、いかがですか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

〇町長（田村泰司君） お答えいたします。組合等を作っていただいて、そことお話する

ということはできると思いますし、全体的な公共事業の関係をお話する機会もできるかな

というふうに思いますので、今、総合計画のローリングを 3年ごとにしますので、それと

連動して、全体的な…道路も含めて、計画的に 3年後ぐらいまでの…どういう事業をやる

かというのをできるだけ早くお示しをして、対応していただけるような形を取りたいとい

うことで、ローリングの時もそういった指示をしながら作業をしているところであります

ので、そういった意味でも、今後の計画をお示しした中で、技術者をきちっと採用してい

ただいて、技術を持って工事をしていただくという形につながればなというふうには思っ

ておりますので、御理解よろしくお願いします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） 町長…以前、ここじゃないですけども…委員会か何かで、このよ

うな質問…似たようなお話を私…確かしたはずなんですけど、その時に、関係団体とそう
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いうお話は…立ち話か何か分かりませんけども…若干したような話をされてましたけど

も、その時はこういうインフラ整備に関してのお話でしょうか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

〇町長（田村泰司君） お答えいたします。具体的なお話ではなくて、やはり公共事業全

体がどのようになっていくかという部分も含めて、道路…それから管工事もそうですけど、

水道の管に関しては…やはり老朽化していますので、いずれかの時期には更新していかな

きゃいけないというのは認識はしておりましたから、その中で全体の計画を立てて、年に

どれぐらいやっていくよというお話はこれから定めていきたいというふうに思っており

ますので、そういった意味では、ある程度お示しはできるかなというふうに思っておりま

す。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） お示しできるというか…スケジュール的にはそんなに後に置ける

ような事業じゃなくて、いろんな…審議会なんかもありますけども、ある程度やっぱりス

ケジュールを組んで進めていかなくちゃならないと思うんですね。それから関係団体とも

協議があるでしょうし、町長御承知のとおり、下川のそういう事業所というのは、そこに

限らず、やはり担い手不足というか…雇用の方も労働者の不足とか、私もそういう事業所

何か所かお話を聞いた中で、中には若い人を雇用して…例えばそういう技術の取得とか、

全く考えていないという事業所もあるし、それからもっと言っちゃうと、若い人を雇わな

いで現状のままでいって、これで終わったらもうしょうがないなという形の話も聞きまし

た。もう非常に厳しいんだなというふうに話があります。その中で、今の私と町長の話の

中で、そういう技術者の取得となると、やっぱり一つのところで抱えていく問題というの

は本当に厳しいかなと思います。 

ただ、そういう現実があったとしても、このインフラ整備というのは、やっぱり町を持

続させるためには絶対的に必要だと思うんですね。そういうことも多分…町長は分かって

いらっしゃると思いますけども、その点も考慮して、なるべく早めにインフラ整備に関し

ては行動していただきたいというのが私の希望ですけども、いかがですか。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 田村町長。 

 

〇町長（田村泰司君） お答えいたします。総合計画の中で…先ほどお話したとおり…3年

分のローリングを続けていくということで、今見直しをずっとやってきているんですけれ

ども、その中で、今年でいえば令和 10年度までの計画の見直しをかけて、それに基づいて

直近の予算を編成していくという…そういった取り組みをしているところでありまして、

その際に私から担当課に指示したお話でいうと、やはり公共事業の年次計画的なものをま

ず考えてほしいと、今年急にやるとか…そういう話ではなくて、見通しも含めて、あるい

は事業がスムーズに進むように年次計画的なことを考えてほしいということで担当課に
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も指示していますので、その中に…今の水道管の話ですけれども…水道課の方も公営企業

に移って、そして全体の計画を立てて、今後、改修、更新計画をしていくというところが

これから出てくると思いますので、その際には、大体 3年のめどというのが…毎年ローリ

ングで出てくる形になります。ただ、財源の関係とか、その年の予算の関係で多少増減す

る場合とか、補助金の関係とかで実施するかしないかというのは多少ありますけれども、

長い年数をかけて水道管は更新をしていかなければならないというふうに私は思ってお

りますから、そういった意味では、ある程度お示しをして、技術者も確保していただいて、

町内で施工していただくことを基本としてやっていければなというふうに思っています

ので、御理解いただければと思います。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 6番 斉藤議員。 

 

〇6 番（斉藤好信君） これはですね、本当に…全国 1,700 の自治体が単独で全部かなう

かというと…これは非常に厳しくて、やっぱり国の方の後押しも大事だと思うんですね。 

先ほど 8,000億円という金額を言いましたけども、今回も補正の中に若干入ってますけ 

ども、これはもういつでしたか…埼玉県
さいたまけん

八潮市
や し お し

で陥没した事件がありましたけども、あれ 

を一つの契機というか国も非常に重大視されて、国交省の方もこれから…上下水道管に関

しては全国的な大きな課題であるということで、国の支援の方も拡充されていくんじゃな

いかという…希望的観測ですけども…あると思います。 

そういうのも含めて、是非効率的にやっていただきたいのと、あと関係団体とも綿密に

協議していただいて、やっぱり現場をやっていただくのは向こうですから、そのへんも含

めて是非進めていただきたいということで、私の質問を終わります。以上です。 

 

○議長（我孫子洋昌君） これで斉藤議員の質問を閉じます。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会とします。 

 なお、12月定例会議の再開は、12月 19日、午後 3時ですので、御出席をお願いいたし

ます。お疲れさまでした。 

 

午後１時４９分 散会 

 

 

 

 

 


